
令和６年         

 ４月３日（水） ～ ５月１５日（水） 

応募 

期間 

浜田市の課題解決や発展に資する研究等を行う、意欲ある島根県立大学の学部生(２～４年生) 

及び大学院生に対して奨励金等を給付します。 

あなたの研究を、魅力ある浜田のまちづくりに活かしてみませんか？ 

 卒論（修論）と同じ内容でも申請できる？ 

申請できます。卒論（修論）からの抜粋もＯＫ 

裏面にある募集テーマを確認してください。 

奨励金（１０万円）は何に使えるの？ 

何に使っていただいてもかまいません。 
 ※報告書の提出がないと返していただくことがあります。 

奨励金（１０万円）は、いつ頃もらえるの？ 

申請後、浜田市で選考を行います。 

給付決定者には、令和６年７月頃に給付（予定）です。 

優秀な研究成果を上げた学生には、追加で報奨金を給付！ さらに 

最優秀賞 

２０万円 

優秀賞 

１０万円 

【問合せ先】島根県立大学連携交流課（TEL：0855-25-9063 ）、浜田市政策企画課（TEL：0855-25-9200） 

＼ 詳細は浜田市HPへ ／ 

浜田市
・ ・ ・

 を対象とした 研 究 に 

を給付します 



 

 
   

  島根県立大学浜田キャンパスに在籍する学部生(２～４年生)及び大学院生 

   【 対象外 】 
     ・学部生のうち１年生  ・過去に本奨励金の給付を受けた学生 

 
 

    次の７項目の推進に資する研究テーマ 及び その他浜田市の発展等に資する研究テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

  （１）提出書類（市HPから様式DL可） 

     ・奨励金給付申請書 

     ・研究計画書 

  （２）提出期限 

     令和６年５月１５日（水） 

  （３）提出先 

     島根県立大学連携交流課 

 
  

  提出された研究計画書をもとに、選考委員会にて選考します。 

  選考基準は次のとおりです。 
   ・浜田市が抱える課題等を背景とした研究で、研究目的や 

    課題が明確に設定されていること。 

   ・浜田市内でフィールドワークを行う等、研究課題に応じた 

    研究内容・手法が十分に検討されていること。 

   ・適切な研究スケジュールを立て、研究の遅延や未了が見込 

    まれないこと。 

 

 
  研究結果報告書及び概要書を、島根県立大学連携交流課に提出していただきます。 

  提出期限は、令和７年１月２０日（月）です。 

  研究成果報告書やプレゼンテーションをもとに、選考委員会で選考し、特に浜田市の 

  課題解決や発展に資する研究成果を上げた優秀な学生に対して報奨金を給付します。 

① 活力ある産業を育て雇用をつくるまち 

   （産業経済） 

⑤ 生活基盤が整った快適に暮らせるまち 

   （生活基盤） 

② 健康でいきいきと暮らせるまち 

   （健康福祉） 

⑥ 安全で安心して暮らせるまち 

   （防災・防犯・消防） 

③ 夢をもち郷土を愛する人を育むまち 

   （教育文化） 

⑦ 協働による持続可能なまち 

   （地域振興） 

④ 自然環境を守り活かすまち 

   （環境） 
 

7項目 （ 浜田市総合振興計画 まちづくりの大綱 ） 

応募資格 

募集する研究テーマ 

応募方法 

選考方法 

研究報告 

●●があれば、 

もっと安心して 

暮らせるのでは？ 

 

浜田市民に聞き取り 

調査しよう！ 

浜田市の■■が 

気になったから 

実地調査しよう！ 

ご不明な点は、「島根県立大学 連携交流課」又は「浜田市 政策企画課」にお問

合せください。 

島根県立大学学生研究奨励事業 


